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第一部【企業情報】
　

第１ 【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】　

回次
第73期

第１四半期
累計(会計)期間

第74期
第１四半期
累計(会計)期間

第73期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円） 423,206 163,278 1,602,541

経常損益（千円） △6,703 △114,537 △98,457

四半期（当期）純損益（千円） △8,086 △115,297 △863,803

持分法を適用した場合の投資損益（千

円）
△1,333 11,548 △12,670

資本金（千円） 883,300 883,300 883,300

発行済株式総数（千株） 17,666 17,666 17,666

純資産額（千円） 3,670,915 2,693,623 2,811,731

総資産額（千円） 6,905,435 6,248,380 6,511,140

１株当たり純資産額（円） 208.64 153.12 159.83

１株当たり四半期（当期）純損益金額

（円）
△0.46 △6.55 △49.10

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 53.2 43.1 43.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
35,182 △187,485 202,035

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△4,056 △130 △7,351

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△49,739 42,475 △143,353

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
142,200 67,004 212,144

従業員数（人） 42 31 41

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、

また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

  ３．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、花月園競輪場で競輪を施行してい

た神奈川県競輪組合が平成22年３月末で撤退したため、平成22年４月以降、競輪施行者と60年にわたり締結してまい

りました同競輪場の施設賃貸借契約が更新されず、賃貸料収入、場内の飲食売店収入が見込めない状況となりました。

また、他の公営競技施行者への賃貸も困難な状況であるため、花月園競輪事業本部を廃止いたしました。

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 31 (16)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、（　）内に当第１四半期会計期間の

平均人員を外数で記載しております。

２．満60歳定年制を採用しております。

３．従業員数が当第１四半期会計期間において10名減少しましたのは、主として花月園競輪事業本部廃止に伴

い、平成22年３月31日付で希望退職者の募集を行ったことによるものであります。
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第２【事業の状況】

１【売上高の状況】

　当第１四半期会計期間の売上高実績を示すと、次のとおりであります。なお、当社は単一のセグメントであります。

セグメントの名称 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

競輪関連事業（千円） 163,278 38.6

　（注）１．主な相手先別の売上実績及び当該売上実績の総売上実績に対する割合

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

神奈川県競輪組合 187,939 44.4 37,190 22.8

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

当社は、前事業年度に863,803千円の当期純損失を計上し、当第１四半期会計期間は、花月園競輪場の廃止に伴い、平

成22年４月以降、花月園競輪場の施設賃貸借契約が更新されず競輪場賃貸収入等が無くなったため、売上高が著しく

減少し、115,297千円の四半期純損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローが187,485千円の

マイナスとなり、今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　    

（1）業績の状況　

当第１四半期会計期間の売上高は、１億６千３百万円（前年同期売上高４億２千３百万円）となりました。これ

は主に、神奈川県競輪組合が花月園競輪場から撤退したことによる競輪場施設賃貸料収入等の減収、また、サテライ

ト石鳥谷に関して効率的な運営により増益を図るため施設賃貸業務に徹し業務代行業務を廃止したことが減収の要

因であります。サテライト石鳥谷は対前年３千８百万円の減収、その他の専用場外車券売場（サテライト）でも車券

購買単価が減少傾向にあり、サテライト全体で対前年４千万円の減収となりました。

営業損失は５百万円（前年同期営業利益 １千２百万円）、経常損失は１億１千４百万円（前年同期経常損失６

百万円）、四半期純損失は、１億１千５百万円（前年同期純損失 ８百万円）となりました。

なお、当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。　

　

　  （2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、６千７百万円(前事業年度末に

比べ１億４千５百万円の減少、前第1四半期会計期間末に比べて、７千５百万円の減少)となりました。

　＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果使用した資金は１億８千７百万円(前年同期は３千５百万円の獲得)となりました。当第１四半

期会計期間は、資金支出を伴わない減価償却費５千３百万円、売上債権の減少６千１百万円等がありましたが、税

引前四半期純損失を１億１千４百万円、花月園競輪包括運営受託業務・サテライト水戸関係の預り金が１億４千

７百万円減少したこと等によるものです。

　

　＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞　

投資活動の結果使用した資金は13万円(前年同期比 ３百万円の減少)となりました。これは主に無形固定資産

の取得によるものです。

　

　＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞  

財務活動の結果得られた資金は４千２百万円(前年同期比 ９千２百万円の増加)となりました。これは主に、

リース債務の支払いによる支出が７百万円ありましたが、短期借入による収入が５千万円あったことによるもの

です。

　

　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　 (4）研究開発活動

該当事項はありません。 

　

   (5）重要事象等について

当社は、「２ 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ております。

当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、平成22年３月16日付にて、神奈川県から賃借している県有地の借地権

確認に関する訴訟を横浜地方裁判所に提起し、借地権認定に向け対応しております。同時に競輪廃止に伴う花月園

競輪場の施設及び当社所有地の利活用を検討しております。さらに、全社ベースで費用の削減に取り組むための希

望退職者の募集、不採算部門の業務改善を実施、新規サテライトの開設及び受託業務の獲得を推し進めております。

主力金融機関との間では、競輪場跡地の利活用を前提に債務の返済期限猶予の金融支援を受けております。

また、神奈川県競輪組合に対し、営業補償及び損失補填見直しについての協議を進めております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

平成22年４月以降、花月園競輪場では競輪の開催が行なわれておりません。

当社は平成22年３月に神奈川県から賃貸している県有地の借地権確認に関する訴訟を横浜地方裁判所に提訴し

ており、その結果により、競輪場敷地の賃借地・自社地の利活用と建物の売却等を検討いたします。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 17,666,000 17,666,000
東京証券取引所市場第二

部

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単元

株式数は1,000

株であります。

計 17,666,000 17,666,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年４月１日～

平成22年６月30日　
－ 17,666,000 － 883,300 　－ 　399,649

 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。　
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載する事ができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       73,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   17,437,000 17,437 －

単元未満株式 普通株式      156,000 － －

発行済株式総数 17,666,000 － －

総株主の議決権 － 17,437 －

　 

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　花月園観光株式会社
横浜市鶴見区鶴見１丁目

１番１号
73,000－ 73,000 0.41

計 － 73,000－ 73,000 0.41

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 94 83 81

最低（円） 79 70 68

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　

EDINET提出書類

花月園観光株式会社(E04607)

四半期報告書

 8/21



第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財

務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

  なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。

３．四半期連結財務諸表について

  当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 117,004 262,144

売掛金 119,076 180,216

原材料 149 104

関係会社短期貸付金 30,000 30,000

その他 22,234 20,320

流動資産合計 288,464 492,785

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 3,186,880

※1
 3,225,994

構築物（純額） ※1
 1,021,701

※1
 1,035,353

機械及び装置（純額） ※1
 1,766

※1
 1,931

車両運搬具（純額） ※1
 135

※1
 145

工具、器具及び備品（純額） ※1
 3,522

※1
 3,563

土地 1,526,995 1,526,995

有形固定資産合計 5,741,001 5,793,983

無形固定資産 30,076 30,819

投資その他の資産 188,837 193,551

固定資産合計 5,959,916 6,018,354

資産合計 6,248,380 6,511,140

EDINET提出書類

花月園観光株式会社(E04607)

四半期報告書

10/21



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 612 2,766

短期借入金 1,194,560 1,144,560

1年内返済予定の長期借入金 471,050 440,900

リース債務 29,840 29,840

未払金 173,901 175,801

未払法人税等 2,785 6,241

未払消費税等 3,666 19,159

前受金 380 320

損失補填引当金 477,000 477,000

預り金 12,190 159,716

その他 8 40

流動負債合計 2,365,995 2,456,348

固定負債

長期借入金 512,850 543,000

リース債務 121,849 129,309

長期未払金 413,576 427,371

繰延税金負債 25,824 27,677

退職給付引当金 79,117 79,117

負ののれん 30,544 31,585

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,188,761 1,243,060

負債合計 3,554,756 3,699,409

純資産の部

株主資本

資本金 883,300 883,300

資本剰余金 399,649 399,649

利益剰余金 1,407,848 1,523,146

自己株式 △9,538 △9,473

株主資本合計 2,681,260 2,796,622

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,363 15,109

評価・換算差額等合計 12,363 15,109

純資産合計 2,693,623 2,811,731

負債純資産合計 6,248,380 6,511,140
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 423,206 163,278

売上原価 286,518 90,482

売上総利益 136,687 72,795

販売費及び一般管理費 ※
 124,367

※
 78,044

営業利益又は営業損失（△） 12,320 △5,248

営業外収益

受取利息 373 364

受取配当金 1,113 1,221

負ののれん償却額 1,041 1,041

その他 989 698

営業外収益合計 3,517 3,325

営業外費用

支払利息 22,415 26,229

訴訟関連費用 － 6,000

賃貸費用 － 33,949

租税公課 － 10,225

減価償却費 － 36,084

その他 124 124

営業外費用合計 22,540 112,614

経常損失（△） △6,703 △114,537

特別損失

固定資産除却損 643 －

特別損失合計 643 －

税引前四半期純損失（△） △7,346 △114,537

法人税、住民税及び事業税 739 760

法人税等合計 739 760

四半期純損失（△） △8,086 △115,297
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △7,346 △114,537

減価償却費 68,551 53,166

損失補填引当金の増減額（△は減少） △70,000 －

有形固定資産除却損 54 －

のれん償却額 803 803

負ののれん償却額 △1,041 △1,041

受取利息及び受取配当金 △1,486 △1,585

支払利息 22,415 26,229

売上債権の増減額（△は増加） △3,783 61,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △708 △44

仕入債務の増減額（△は減少） △559 △2,154

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,362 △15,493

預り金の増減額（△は減少） 38,209 △147,526

その他 6,940 △18,593

小計 58,411 △159,637

利息及び配当金の受取額 1,849 1,429

利息の支払額 △22,120 △26,237

法人税等の支払額 △2,958 △3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,182 △187,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,036 －

無形固定資産の取得による支出 － △120

その他 △20 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,056 △130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 150,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △187,550 －

割賦債務の返済による支出 △4,561 －

リース債務の返済による支出 △7,460 △7,460

自己株式の取得による支出 △167 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,739 42,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,613 △145,139

現金及び現金同等物の期首残高 160,813 212,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 142,200

※
 67,004
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当社は、前事業年度に863,803千円の当期純損失を計上し、当第１四半期会計期間は、花月園競輪場の廃止に伴い、平成

22年４月以降、花月園競輪場の施設賃貸借契約が更新されず競輪場賃貸収入等が無くなったため、売上高が著しく減少

し、115,297千円の四半期純損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローが187,485千円のマイナ

スとなり、今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような状況が存在しております。

当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、平成22年３月16日付にて、神奈川県から賃借している県有地の借地権確認

に関する訴訟を横浜地方裁判所に提起し、借地権認定に向け対応しております。同時に競輪廃止に伴う花月園競輪場の施

設及び当社所有地の利活用を検討しております。さらに、全社ベースで費用の削減に取り組むための希望退職者の募集、

不採算部門の業務改善を実施、新規サテライトの開設及び受託業務の獲得を推し進めております。

主力金融機関との間では、競輪場跡地の利活用を前提に債務の返済期限猶予の金融支援を受けております。

また、神奈川県競輪組合に対し、営業補償及び損失補填見直しについての協議を進めております。

しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期

財務諸表に反映しておりません。
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

  会計処理基準に関する事項

の変更

    資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方

法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、

前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。

【追加情報】

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

花月園競輪場の廃止により、前事業年度まで売上原価に含めておりました競輪場の賃貸費用（地代）、減価償却費及

び一般管理費に含めておりました競輪場の租税公課（固定資産税）を、当事業年度より営業外費用として表示しており

ます。これにより営業損失が80,259千円減少しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、10,543,397千円

であります。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、10,490,415千円

であります。

２  保証債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し、

債務保証を行っております。

２  保証債務

　同左

　㈱サテライト横浜 50,000千円  

 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

給与及び手当 57,572千円　 給与及び手当 34,532千円　

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金 192,200

担保に供している定期預金　 △50,000

現金及び現金同等物　 142,200

 

 （千円）

現金及び預金 117,004

担保に供している定期預金　 △50,000

現金及び現金同等物　 67,004
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６

月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 17,666,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数　

普通株式 74,491株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

 
前第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 40,000 40,000

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
22,681 22,893

持分法を適用した場合の投資損益の金額

（千円）
△1,333 11,548

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第１四半期会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

該当事項はありません。　

　

（資産除去債務関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。　

（賃貸等不動産関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日） 

該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 153.12円 １株当たり純資産額 159.83円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 0.46円 １株当たり四半期純損失金額 6.55円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　同左

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純損失（千円） 8,086 115,297

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 8,086 115,297

期中平均株式数（千株） 17,644 17,591

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に

比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月14日

花月園観光株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 磯貝　和敏　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山口　直志　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 根本　剛光　　印

　

  

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている花月園観光株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第73期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、花月園観光株式会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財務

諸表に添付する形で別途保管しております。

２.四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月13日

花月園観光株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 磯貝　和敏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山口　直志　　印

　

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている花月園観光株式会

社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第74期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、花月園観光株式会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

追記情報  

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度に863,803千円の当期純損失を計上し、当第１

四半期会計期間は、花月園競輪場の廃止に伴い、平成22年４月以降、花月園競輪場の施設賃貸借契約が更新されず競輪場賃

貸収入等が無くなったため、売上高が著しく減少し、115,297千円の四半期純損失を計上している。また、営業活動による

キャッシュ・フローが187,485千円のマイナスとなり、今後の資金繰り等への影響が懸念される状況にあり、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されている。四半期財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財務

諸表に添付する形で別途保管しております。

２.四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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